
京大薬友会会則  

 

第１章 会  名 

第１条 本会は京大薬友会とする。 

 

第２章 目  的 

第２条 本会は会員相互の親睦を厚くし学識の向上を図るこ

とを目的とする。 

 

第３章 会  員 

第３条 本会の会員を分けて名誉会員、通常会員及び賛助会

員とする。 

第４条 名誉会員とは本会に功績ある者の中より役員会の議

を経て総会において推薦された者をいう。 

第５条 通常会員とは京都大学医学部薬学科及び薬学部職

員・大学院学生及びかつてその職にあった者、卒業

生、学生、並びに研究生をいう。その他京都大学医学

部薬学科及び薬学部に縁故ある者は役員会の議決に

よって通常会員となることができる。 

第６条 賛助会員とは、名誉会員・通常会員以外で本会の主

旨に賛同し、寄付その他の行為を為した者の中、役

員会の承認を経た者をいう。 

 

第４章 役  員 

第７条 本会には会長１名、副会長１名及び委員若干名を置

く。 

第８条 会長は現または次期京都大学薬学部長が之に当り、

本会の事務を総括するものとする。 

第９条 副会長には前会長が之に当り、会長を補佐するもの

とする。 

第１０条 委員は卒業生、学生共、各学年、各学科より１名、大

学院各学年より１名、其の他に総務、雑誌、運動各部

の運営のため若干名の委員を会長が委嘱するものと

する。 

第１１条 委員は２つの代表を兼ねる事ができない。 

第１２条 委員はいずれかの事業部に属し、庶務を司るものと

する。その所属は役員会において決定する。 

第１３条 委員の任期は１年とする。但し重任は妨げない。 

第１４条 委員の委嘱は毎年１月に之を行う。 

第１５条 本会に、外部役員会を設置し、代表１名、理事数名、

顧問１名は会長が指名する。 

第１６条 外部役員の任期は 2年とし、重任は妨げない。 

 

第５章 事  業 

第１７条 本会の事業を行うため次の部を置く。 

（イ）総務部 （ロ）雑誌部 （ハ）運動部 

（ニ）教養部 （ホ）会計部 

第１８条 総務部は予算編成、企画、会計、連絡、その他を行う。 

雑誌部は名簿の編成、雑誌の発行、その他を行う。 

運動部は運動会、旅行、その他を行う。 

教養部は講演会、見学、学修支援、その他を行う。 

会計部は会計を行う。 

 

第６章 会  議 

第１９条 会議を分けて総会及び役員会とする。 

第２０条 総会は必要に応じて、役員会の議をへて会長が之を

招集することができる。 

第２１条 会長は１月から３月の間に定例役員会を招集し、会

計報告、新役員の委嘱、新会計年度における予算お

よび事業案を審議決定、その他の協議報告を行うも

のとする。但し、会長は必要に応じて臨時役員会あ

るいは外部役員会を招集することができる。 

第２２条 役員会の成立は少なくとも全役員の３分の１以上が

出席することを要す。 

第２３条 役員会の議決は出席役員の過半数を得なければなら

ない。 

第２４条 役員会は、会計報告、予算案を会報紙上に報告する

ものとする。 

 

第７章 会  費 

第２５条 名誉会員及び賛助会員よりは会費の徴収を行わない。 

第２６条 会員は会費を一括して支払うことにより永久会員と

しての資格を得る。会費は、満 80 歳未満の会員

20,000円、満 80歳以上の会員 10,000円とする。単

年度毎に会費を支払う場合は、通常会員 1,000 円、

学生会員 500 円とする。但し、会費は名簿代金を含

まない。 

 

第８章 経  費 

第２７条 経費の支出科目は次の通りとする。 

総務部費、雑誌部費、運動部費、教養部費、会計

部費、予備費 

各事業費は役員会の議を経なければ互いに流用する

事はできない。 

予備費の支出は役員会の議決を要する。 

第２８条 毎年度の事業費の決定は役員会の議をへて之を決定

する。本会の会計年度は毎年１月１日にはじまり１

２月末に終る。 

 

第９章 支  部 

第２９条 会員１０名を越える地方は役員会の議決を経て支部

を設ける事ができる。 

第３０条 支部は役員会の議決を経て支部費を受けることがで

きる。 

 

第１０章 事業所 

第３１条 本会は事業所を、京都市左京区吉田下阿達町 46-29

京都大学薬学部内に置く。 

 

第１１章 会則変更 

第３２条 本会の会則変更は役員会の議をへなければならない。

役員会は会則の変更を会報に報告しなければならな

い。 

 

会則の変更（令和 5年 6月 27日臨時役員会決定） 

１．第 15条、第 16条を追加した。 

２．第 15条、第 16条で外部役員会の設置と役員の構成・任

期を定義した。 

３．第 21条に外部役員会を追記した。 

 

 


